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指名停止措置の概要

１ 指名停止措置業者名及び業者の住所

業 者 名 住 所

株式会社渡辺組 北海道富紋別郡湧別町中湧別南町９２９－１

２ 指名停止期間

建設工事
平成２７年 １月２３日 ～ 平成２７年 ３月２２日 (２ヵ月)

３ 指名停止措置の範囲：北海道森林管理局管内

４ 指名停止の理由

本件は、公正取引委員会が、網走管内コンクリート製品協同組合らに対し、独占
禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、同法第８条第１号（事業者団体
による一定の取引分野における競争の実質的制限）に該当し、同法第８条の規定に
違反する行為を行っていたとして、平成２７年１月１４日、当該組合に対し、同法
第８条の２第２項の規定に基づく排除措置命令を行うとともに、同組合の構成事業
者（株式会社渡辺組を含む。）に対し、同法第８条の３において準用する同法第７
条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を行ったため。
このことは「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」別表第２第５号

（独占禁止法違反行為）に該当する事実があるため。

参 考

工事請負契約指名停止等措置要領の制定について（抜粋）

別表第２ 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措 置 要 件 期 間

（独占禁止法違反行為）

５ 当該部局が管轄する区域内において、業務に関し、 当該認定をした日から
独占禁止法第３条又は第８号第１号に違反し、工事 ２ヵ月以上９ヵ月以内
の請負契約の相手方として不適当であると認められ
るとき（次号及び第12号に掲げる場合を除く。）
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